
 

 

 

そんなことはありません！！幼稚園には就園奨励費補助金と

いうものがあり、お住まいの市町村より補助金が支給されるんです！！しかも！！ 
平成３０年度は、前期分（４月から９月分）、後期分（１０月から翌３月分）の２回に分けて

支給されることになり、ますます保護者の方の負担が軽減されることになりました！！ 

●毎月の必要経費 

保育料 ２６，４００円 

ＰＴＡ会費  ３００円 

合計２６，７００円 

 

 

 

 

 ●実質の毎月の必要経費 

保育料 ２６，４００円 

ＰＴＡ会費  ３００円 

合計２６，７００円－１５，６００円＝１１，１００円←実質の毎月の必要経費です｡ 
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また、兄弟姉妹２人以上で在園の場合、第２子以降の保育料は１７，７００円となり、

ＰＴＡ会費は免除されます。さらに、上の子が小学校３年生以下の場合は、第２子以降には

増額された就園奨励費補助金が支給されます。 

 

ということは、つまり・・・ 

第１子の保育料は、実質月額７３３円～２６，４００円 

第２子の保育料は、実質月額０円～約４，８６７円※ 

第３子の保育料は、実質月額０円～約７３３円※です。 
 

意外と知らない方も多い就園奨励費補助金ですが、実はこんなにもお得なんです！！幼稚園

は保育料が高いから・・・。と思われていた方、どうですか？？働くママも安心ですよ！！ 

 

※保育料、就園奨励費補助金の金額は平成３０年度のものであり、変更になる場合があります。 

また、就園奨励費の支給には条件があります。詳しくは別紙をご覧ください。 

同様に、平成３０年度の市民税の所得割課税額が２１１，２００円以下の世帯の場合（別紙★２）、 

年額６２，２００円の就園奨励費補助金が支給されますので、１ヶ月当たりでは約５，１８３円 

（６２，２００円÷１２ヶ月）の負担軽減となり、実質の毎月の必要経費は約２１，５１７円です。 

例えば、平成３０年度の市民税の所得割課税額が７７，１００円以下の世帯の場合（別紙★１）、 

年額１８７，２００円の就園奨励費補助金が支給されますので、１ヶ月当たりでは１５，６００円 

（１８７，２００円÷１２ヶ月）の負担軽減となり、実質の毎月の必要経費は１１，１００円です。 

 


